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高知県国民健康保険団体連合会の概要 
 

国保連合会とは 

国民健康保険団体連合会（以下、国保連合会）は、国保の保険者が共同して国保事業

の円滑な推進に寄与するため国民健康保険法第８３条に基づいて設立された公法人で

す。設立にあたっては都道府県知事の認可を必要としており、各都道府県に１ヵ所ずつ、

全国に４７の国保連合会があります。 

 

 現在、国保連合会が行っている主な事業は、診療報酬等の審査支払、介護給付費審査

支払、保険者の事務処理に係る共同事業などで、これら事業の適正な計画及び執行にあ

たって、それぞれの機関に諮りながら円滑な推進に努めています。 

 

※１ 保険者とは 

 国保の保険者は、高知県、市町村及び国保組合で、高知県及び市町村は法律で保険者となることが義務づけられてい

ます。高知県では、国保の財政運営を中心的に担う高知県と国保事業を行う県内全市町村（３４市町村）及び１国保組

合（医師国保組合）が会員となっています。 

 

※２ 国民健康保険法第 83 条とは 

 「保険者は共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会を設立することができる」と規定されていま

す。また同法第８４条第３項では、国保連合会に３分の２以上の保険者が加入しているときは、高知県内の他の保険者

についてもすべて会員となることが定められています。 

 

名称・所在地 

【名   称】高知県国民健康保険団体連合会 

【本館所在地】〒780－8536 高知県高知市丸ノ内２丁目６番５号 

【別館所在地】〒780－8536 高知県高知市丸ノ内２丁目８番１１号 

 

設 立 

昭和１９年 ４月 １日 高知県国民健康保険組合聯合会として設立 

昭和２３年１２月２０日 高知県国民健康保険団体連合会に改称 

 

組 織 

○総会 

 国保連合会の議決機関で、高知県では会員である３６保険者により構成されています。

通常総会は毎年２月及び７月に理事会の議決により招集され、規約の変更をはじめ、収
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入・支出の予算及び決算等が議決事項となっています。 

 

○理事会 

 国保連合会の執行機関で、高知県では理事長ほか９人で構成しています。必要に応じ

国保連合会理事長が招集することとなっており、会務運営方針の決定をはじめ、総会提

出議案や総会招集日等が議決事項となっています。 

 

○監事会 

 高知県では保険者を代表する監事２人で構成し、国保連合会の業務（予算）及び財産

の執行状況を監査します。 

 

 

組織図 
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事務局組織図 

 

事 務 分 掌 

室・課 係 主な事務 

出  納  室 ℡088-820-8419 ●現金及び有価証券等の出納及び保管 

総 務 課 

庶 務 係 

℡088-820-8401 

●会務の総合調整 

●総会、理事会及び監事会 

●認可、届出、契約及び登記 

●規約、規則、細則及び規程 

●人事及び給与 

●国保制度の改善強化対策 

●情報セキュリティ対策 

●その他の室・課に属さないこと 

財 務 係 

℡088-820-8401 

●財政計画及び予算の編成執行 

●負担金及び手数料その他徴収金の賦課徴収 

●物品の調達、貸借、検収及び不要品の売却 

●連合会補助金及び貸付金の申請及び請求 

●保険者に対する融資 
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保険者支援課 

事業健診係 

℡088-820-8415 

●事業の企画 

●高知県国民健康保険事務担当職員協議会事務局 

●高知県国保地域医療推進協議会事務局 

●全国国民健康保険診療施設協議会に関すること 

●用紙等の共同印刷、書籍等の購入斡旋 

●健康測定機器、健康教育教材の貸し出し 

●医師確保対策 

●国保新聞 

●広報 

●特定健康診査・特定保健指導等 

●高知県保険者協議会事務局 

保健事業係 

℡

088-820-8420 

●保健事業 

●市町村保健師等研修事業 

●市町村保健衛生職員協議会保健師部会 

●高知県在宅保健活動者なでしこの会事務局 

●国保・後期高齢者ヘルスサポート事業 

●国保データベース（ＫＤＢ）システム 

●医療費分析事業 

審 査 課 

第 1 係 

℡

088-820-8406 

●国保総合システム（審査支払系） 

●医科レセプトの支払事務 

第 ２ 係 

℡

088-820-8405 

●医科レセプトの審査事務、診療報酬審査委員会の運営 

第 ３ 係 

℡

088-820-8405 

●医科レセプトの審査事務 

●高点数レセプトの審査事務、診療報酬審査委員会審査専門 

部会の運営 

第 ４ 係 

℡

088-820-8404 

●歯科レセプトの審査支払事務、診療報酬審査委員会歯科部

会の運営 

●調剤レセプトの審査支払事務、調剤報酬に関する審査委員

会の運営 

第 5 係 

℡

088-820-8402 

●保険者及び保険医療機関等の再審査事務、診療報酬審査

委員会再審査部会の運営 

●県外分診療報酬等全国決済事務 

●訪問看護療養費の審査支払事務 

介護保険課 

介護保険係 

℡

088-820-8409 

（苦情） 

℡088-820-8410 

●介護給付費及び介護予防・日常生活総合支援事業費の審

査・支払、過誤調整、再審査、全国決済 

●介護サービス事業者等に対する調査、助言及び指導 

●介護保険者事務の共同処理 

●介護給付費等審査委員会 

●介護サービス苦情処理委員会 
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●高額医療介護（介護予防）サービス費の支給計算 

●障害介護給付費等の審査支払及び過誤調整、全国決済 

●障害者総合支援市町村事務の共同処理 

●保険料（税）の年金からの特別徴収における経由機関業務 

業 務 課 

業 務 係 

℡

088-820-8407 

●保険者等の過誤調整 

●柔道整復施術療養費 

●療養費の審査 

●出産育児一時金、公費負担医療、福祉医療費等 

●支払事務、諸率、統計 

共同電算係 

℡

088-820-8403 

●被保険者資格・給付に係る電子記録の管理等 

●国保総合システム（保険者サービス系） 

●国保情報集約システム 

●レセプト点検共同事業 

●保険者間調整 

●国保財政診断事業 

●保険料（税）適正算定マニュアル 

●調査、情報収集及び分析・提供、保存 

求 償 係 

℡088-820-8421 
●第三者行為求償事務 
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主な事業内容 
 

※審査後に請求

国保連合会

（診療報酬審査委員会）

保険医療機関等被保険者

受 診

診 療

保険者

診療報酬等の支払

診療報酬等の請求

診
療
報
酬
等
の
支
払

診
療
報
酬
等
の
請
求

国
保
料
（
税
）
の
納
入

被
保
険
者
証
の
交
付

３４市町村

医師国保組合
後期高齢者医療広域連合

県

交付金

納付金

１．診療（調剤）報酬等の審査・支払

本会では、保険者（３４市町村・医師国保組合・後期高齢者医療広域連合）から委託
を受け、保険医療機関等から提出される医科および歯科の診療報酬や調剤報酬、柔道整
復師による施術料等の審査を行っています。

診療報酬とは保険診療の対価のことで、本会では診療報酬のうち、被保険者が医療機
関等の窓口で支払った一部負担金を除く額について、保険者への請求と保険医療機関等
への支払いを行っています。

診療報酬審査委員会
国保(後期高齢者医療)診療報酬審査委員会（以下「審査委員会」）は、診療報酬明細

書（レセプト）の審査を行うため、国民健康保険法第８７条、高齢者の医療の確保に関

する法律第１２６条に基づき、本会に設置されています。

高
額
療
養
費
等
の
支
給

審 査
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保
険
者
（
３
４
市
町
村
・
医
師
国
保
組
合
）

国保連合会

２．保険者事務の共同処理

保険者に共通する業務を本会で一元的に共同処理することにより、保険
者事務の軽減や効率化を図るとともに、健全な事業運営を支援するため、
共同処理事業を行っています。

（１）保険者事務電算共同処理

被保険者の異動情報やレセプトデータなどを用いた保険者における事務を一元的に電

算処理しています。オンラインで各保険者から提出された国保被保険者の異動情報をレ

セプトデータと照合し、各種帳票として電子情報化したうえで保険者に提供しています。

○資格管理・確認
○給付内容確認
○給付記録管理

○過誤調整
○再審査処理

○医療費通知書作成
○後発医薬品差額通知書作成
○資格確認書等作成

納 品

過誤・再審査依頼

○高額療養費処理
○高額医療・介護合算療養費等処理

保険医療機関等

レセプト

処理結果通知

処理結果通知

提 供

被保険者情報
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国保保険者(34市町村 医師国保組合)
後期高齢者医療広域連合
介護保険者(30市町村等)

国保連合会

第三者
（第三者本人、自賠責保険・任意保険）

被保険者

⑥
損
害
賠
償
求
償
事
務

の
委
託

⑦
損
害
賠
償
求
償
事
務

受
託
通
知

⑧
損
害
賠
償
金

(

保
険
給
付
分)

の
請
求

⑨
損
害
賠
償
金

(

保
険
給
付
分)

の
収
納

⑤
損
害
賠
償
請
求
権

(

保
険
給
付
分)

代
位
取
得
通
知

③
第
三
者
行
為
に
よ
る

傷
病
届
等
提
出

医療機関・介護施設等
・被保険者が国保・後期を使用して治療

・介護保険を使用して介護サービス利用

（２）第三者行為求償事務共同処理事業

交通事故などでケガをし、被保険者が医療機関等で治療を受けたときの治療費につい
ては、その原因が本人以外の第三者（事故等の相手方）にある場合、第三者に損害賠償
の責任が生じます。そのため、被保険者が、国保や後期高齢者医療を使用して治療を受
けたり、介護保険を使用して介護保険サービスを受けた場合、国保・後期・介護の保険
者は、第三者に対して保険給付分の損害賠償請求を行い、回収することが必要となりま
す。

本会では、「国民健康保険法第６４条第１項」、「高齢者の医療の確保に関する法律
５８条第１項」、「介護保険法第２１条第３項」の規定に基づき、被保険者が第三者に
対して有する損害賠償請求権を※代位取得した保険者から委託を受け、損害賠償求償事
務を行っています。
※代位取得とは、被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求権のうち、保険者が支
払った保険給付分の請求権を被保険者の代わりに保険者が取得すること。

協力・連携

④
治
療
費
等

(

保
険
給
付
分)

の
支
払

② 受 診

⑩
収
納
し
た
損
害
賠
償
金

(

保
険
給
付
分)

の
振
込

①第三者の行為に
より、被保険者が
事故等(交通事故・
ケンカ・食中毒な
ど)で、負傷
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被保険者

旧保険者 新(現)保険者

国保連合会

（３）保険者間調整業務

被保険者資格喪失後の受診で発生する医療費等の返還金について、保険者・被保険者

及び医療機関等の事務処理負担の軽減を図るため、医療機関等を経由せず、新旧の保険

者間の調整業務を行っています。

⑤ 療養費等の

支払⑥ 療養費等の

支払

④ 療養費等の

請求

（４）共同印刷・共同斡旋業務

保険者で使用する各種証や書籍等について、本会で取りまとめて一括で作成 購入する
ことで、単価を抑え、さらに県内における取り扱いの統一を図っています。

① 資格異動

② 療養費等の新(現)
保険者への請求
及び受領の委任

⑦ 旧保険者への返納金と被保険者の療
養費等を相殺

③ 療養費等の

請求
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国保連合会
（介護給付費等審査委員会）

被保険者

（要介護認定者等）

保険者
（３０市町村等）

介護サービス事業所等

⑦ 介護給付費等の請求

④ 介護サービスの提供

⑤

介
護
給
付
費
等
の
請
求

⑨

介
護
給
付
費
等
の
支
払

③ 介護サービスの利用

②

要
介
護
認
定
・
保
険
証
交
付

①

要
介
護
認
定
申
請

⑧ 介護給付費等の支払

３．介護保険関係業務

（１）介護給付費等に係る審査・支払

介護保険法第１７６条第１項１号及び２号に基づき、保険者（高知県内３０市町村
等）から委託を受けて、介護給付費等に係る審査・支払業務を行っています。

指定サービス事業者や介護保険施設等から受け付けた、介護給付費等の請求書等につ
いて、「介護給付費等審査委員会（介護保険法第１７９条）」による審査を行い、保険
者への請求額や事業者への支払額を決定し、請求・支払事務を行っています。

（２）介護サービス苦情相談

介護保険法第１７６条第１項第３号に基づき、居宅サービス事業者や介護保険施設等
が提供するサービスについて、利用者等からの苦情や相談等を受け付けています。苦情
申立書の提出があった場合は、要件に応じて事実関係を調査し、事業者に指導や助言を
行っています。

地域包括
支援センター

⑥ 審査
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利 用 者 県・３０市町村等

障害福祉
サービス事業者 国保連合会

⑤ 給付費等の請求

⑨ 給付費等の支払

③

サ
ー
ビ
ス
利
用

④

サ
ー
ビ
ス
提
供

⑦

給
付
費
等
の
請
求

⑧

給
付
費
等
の
支
払

① サービス利用の申請

② 受給者証交付

⑥ 審査

４．障害介護給付費等の審査・支払

本会では、市町村からの委託により、障害福祉サービス事業所等から請求される障害
者総合支援法等関係の審査・支払業務を行っています。
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５．保健事業関係業務

（１）特定健康診査・特定保健指導に関する事業

本会では、医療保険者に義務付けられている４０歳以上の被保険者・被扶養者を対象
としたメタボリックシンドローム（内臓脂肪型症候群）に着目した健診（特定健康診
査）と、その結果に応じた保健指導（特定保健指導）について、国保保険者や後期高齢
者医療広域連合から委託を受け、特定健康診査および特定保健指導の費用決済業務の代
行のほか、受診券や利用券の発行、健診結果等のデータ管理、特定保健指導の対象者抽
出等の保険者支援を「特定健診等データ管理システム」を活用して行っています。

医療保険者
（34市町村・医師国保組合
後期高齢者医療広域連合）

受診者

健診等実施機関 国保連合会

⑤

費
用
請
求
・
健
診
デ
ー
タ

⑥

費
用
支
払

③

健
診
結
果
通
知

②

受

診

④ 費用請求

⑦ 費用支払

① 受診券発行

〇データ処理について
・特定健診等（施設型）

健診結果の送付、データ処理及び請求を高知県医師会で一律実施
・特定健診等（巡回型）

健診結果の送付（※保険者の場合あり）

データ処理及び請求を高知県総合保健協会で一律実施
・特定保健指導（施設型・巡回型）

データ処理及び請求を実施機関が直接行う
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ＫＤＢシステム

地域の状況把握
（現状分析）

重点課題抽出
（健康課題の明確化）

重点課題への対策
（事業の実施）

効果の確認
（事業の評価）

健康づくり・生活習慣病予防及び重症化予防・医療費適正化等の保健事業支援

（３）国保・後期高齢者ヘルスサポート事業

保険者がデータ分析に基づき実施する保健事業が、ＰＤＣＡサイクルに沿って効果的 
効率的に展開できるよう、本会に 保健事業支援 評価委員会 を設置し、データヘルス
計画策定等への助言や保健事業に対する評価、担当者への研修、ＫＤＢシステム等を活
用した情報提供等を行っています。

（２）国保データベース(ＫＤＢ)システムを活用した保健事業支援

国保データベース（ＫＤＢ）システムとは、国保連合会が各種業務を通じて管理する
「医療」「健診・保健指導」「介護」等の各種データを利活用し、全国 保険者 地域別
等の統計情報や同規模保険者との比較、地域の健康課題、個人の健康状態に関する情報
等を把握することができるシステムです。

本会では、保険者における被保険者の健康づくりや医療費・介護給付費の適正化に向
けた保健事業の効果的 効率的な実施の支援のため、ＫＤＢシステムの活用をサポートし
ています。

健診・保健指導
データ

医療データ
介護データ
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国保連合会

被保険者

保険者
（３４市町村・
医師国保組合）

病院・診療所
助産施設等

④ 費用の請求

② 費用の明細書交付

③

費
用
の
請
求

⑥

費
用
の
支
払
い

① 保険証等提示・入院

⑨

差
額
支
給
分
の
支
払
い

⑧

差
額
支
給
分
の
請
求

⑤ 費用の支払い

⑦

差
額
支
給
分
の
連
絡

６．出産育児一時金等支払業務

被保険者等が医療機関等の窓口で支払う出産費用の経済的負担の軽減を目的として、

保険者が医療機関に出産費用を直接支払う制度が、平成２１年１０月から始まりました。
本会では、保険者の委託を受けて、病院・診療所・助産施設等から請求された国保被

保険者の出産費用支払業務を行っています。
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経由機関

国
保
中
央
会

国
保
連
合
会

県内
市町村

（介 護）

（国 保）

（後期高齢）

年
金
保
険
者
（
全
国
）

７．保険料の特別徴収に係る経由事務

介護保険料・国民健康保険料（税）・後期高齢者医療保険料の年金からの特別徴収に

ついて、本会および国保中央会は、市町村と年金保険者間の経由機関としての役割を担

い、情報の授受を行っています。

①対象者情報

（全国分）

③対象者情報

（市町村別）

⑥徴収依頼情報

（全国分）

④徴収依頼情報

（市町村分）
⑤データの一本化

②データの振り分け
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９．各種協議会 事務局業務

保険者等の円滑な事業運営に資するため、下記の各種協議会の事務局を本会に設置し

ています。

 高知県保険者協議会
高知県内の医療保険者が問題意識を共有し、保健事業を連携・協力して実施すること

で、被保険者の健康保持・増進を図るとともに、高知県医療計画及び高知県医療費適正

化計画の策定または変更にあたっての意見提出等や実施への協力等、保険者の円滑な事
業運営に資することを目的とした協議会です。本会は事務局として、医療保険制度の枠

組みを超えた医療費分析、特定健診等の円滑な実施に向けた支援等を行っています。

 高知県国保地域医療推進協議会
高知県内の国保直営診療施設や市町村立診療所、へき地診療所設置市町村の市町村長

および関係職員が、地域医療（健康増進、疾病予防、診断治療、後療法及び更生指導ま
でを含む。）の強化推進を図るため、一体となって研究・協議を行い、地域住民の組織

や関係機関等と緊密な連携を図りつつ、地域包括医療・ケアの実践活動を積極的に推進

し、地域住民の一貫した健康保持増進に寄与することを目的とする協議会です。高知県
国保地域医療学会や各種研修会などを開催しています。

 高知県国民健康保険事務担当職員協議会

高知県内の市町村国保保険者と高知県医師国保組合において国保に係る事務を担当す

る職員が、国保事業の健全な運営と発展のため、密接な連携を保って相互に研修協議す

るとともに、関係団体との連絡調整を図り、国保被保険者の福祉の向上に資することを

目的とした協議会です。国保制度の改善や国保事業の健全化に向けた各種事業を行って

います。

 高知県在宅保健活動者なでしこの会

在宅保健活動者（保健師・看護師・助産師・歯科衛生士・栄養士・理学療法士等）の

専門知識や経験を活用して、健康劇や健康講座、居住する各地域における特定健診・特

定保健指導受診勧奨事業や乳がん予防啓発事業等の健康づくり支援事業を行っています。

市町村保健事業の重要性を認識し、当該事業への支援等を通じて、在宅保健活動者が地
域住民の保健と福祉の向上に寄与できるよう、本会に事務局を設置し支援を行っていま

す。
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１１．保険者の事業運営に資する事業

 国保制度改善強化・財政安定化対策事業
関係地方自治体と協力し、国保制度の改善強化・財政運営健全化・国保事業安定化の

推進に向け、要請行動等を展開しています。

 保険料（税）算定マニュアル
市町村保険者において国保料（税）の試算ができるシステムです。国保料（税）の適

正な算定を支援することにより、国保財政の安定化をめざすもので、国保中央会が厚生

労働省とともに開発しました。本会ではこのシステムを使って、県内市町村保険者の保

険料（税）の適正賦課にかかる試算作業の支援を行っています。

 レセプト点検共同事業
高知県国民健康保険運営方針に基づき、国民健康保険の給付の適正化に資することを

目的として、レセプト点検業務を共同事業として行っています。

 国保連合会表彰
高知県における国保事業の推進発展に貢献し、その功績が顕著な方への表彰を行って

います。

 国保保健賞の授与
保健衛生を著しく向上させ、国保事業の健全な運営・発展に寄与した団体や個人への

表彰を行っています。
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本会へのアクセス 
 

周辺地図 

 

 

近辺地図 
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